
【機密性1情報】 様式3-4

公益
法人
の区
分

国認定、
都道府県
認定の区

分

応札・
応募者
数

東京2020における村外サポー
ト拠点へのロールカーテン設
置業務

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.15
株式会社丹青社
東京都港区湊南1-2-70 品川シー
ズンテラス19階

3010501007440
【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
運営者より選定されているため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

5,720,000 － 0 － － －

仮本部事務所仮設許可申請等
業務委託（令和３年度）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.14
株式会社都市計画設計研究所
東京都新宿区山吹町261番地

3011101014430

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
建物の設計者と同一の者が申請等を行わなければなら
ないため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

3,722,400 － 0 － － －

東京2020における村外サポー
ト拠点設置施設の自動ドア装
置の部品交換及び補修等作業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.14
ナブコシステム株式会社
東京都港区芝公園1-6-7

7010401021307

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
補修等を行う際事前に区の書面による承認を得ること
が必要であると定められており、区に修理の承認申請
をしたところ、ナブコシステム株式会社に業務を発注
することを条件に修理が承認されたため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

3,483,700 － 0 － － －

スポーツくじ販売・払戻シス
テム改善対応 (公式サイトコ
ンビニ決済追加（要件定
義）)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.15
富士通株式会社官公庁事業本部
官庁第六事業部
東京都港区東新橋1-5-2

1020001071491

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
複数のサブシステムが連携した大規模システム改修で
あり、考慮事項が多岐にわたること、また、障害発生
時の責任が不明確となる可能性があることから、初期
構築業者である富士通社以外が履行した場合、著しく
不利な契約となる虞があるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

13,496,472 － 0 － － －

東京2020における村外サポー
ト拠点設置施設の空調自動制
御機器修繕に係る部品等交換
作業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.21
アイ・ビー・テクノス株式会社
東京都世田谷区代田3-36-3

2010901000236

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
補修等を行う際事前に区の書面による承認を得ること
が必要であると定められており、区に修理の承認申請
をしたところ、アイ・ビー・テクノス株式会社に業務
を発注することを条件に修理が承認されたため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

2,276,780 － 0 － － －

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業の契約に
ついて
（競技別コンソーシアムによ
る地域パスウェイの整備）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.16

公益社団法人日本山岳・スポー
ツクライミング協会
東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 Japan
Sport Olympic Square 807

5011005000120
【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
公募で選定された者との契約であるため。

¥15,000,000 14,999,107 99.99% 0 公社 国認定 3 概算契約

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業の契約に
ついて
（競技別コンソーシアムによ
る地域パスウェイの整備）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.16

一般社団法人日本バイアスロン
連盟
北海道札幌市豊平区平岸3条五丁
目4-17コロナード平岸Ⅱ202号室

7430005010341
【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
公募で選定された者との契約であるため。

¥15,000,000 14,999,580 99.99% 0 － － － 概算契約

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業の契約に
ついて
（競技別コンソーシアムによ
る地域パスウェイの整備）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.16

公益社団法人日本ライフル射撃
協会
東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 Japan
Sport Olympic Square

3011005000155
【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
公募で選定された者との契約であるため。

¥15,000,000 15,000,000 100.00% 0 公社 国認定 3 概算契約

スポーツくじ販売・払戻シス
テム改善対応 (くじ販売提携
チャネルの新規追加（要件定
義）)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.28
富士通株式会社官公庁事業本部
官庁第六事業部
東京都港区東新橋1-5-2

1020001071491

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
複数のサブシステムが連携した大規模システム改修で
あり、考慮事項が多岐にわたること、また、障害発生
時の責任が不明確となる可能性があることから、初期
構築業者である富士通社以外が履行した場合、著しく
不利な契約となる虞があるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

11,684,376 － 0 － － －

落札率

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター（法人番号：5011105002256）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公開（物品･役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）



公益
法人
の区
分
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認定の区
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応札・
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落札率

再就
職の
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公益法人の場合

備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

スポーツくじ販売・払戻シス
テム改善対応 (ゆうちょBiz
ダイレクトへのサービス切
替)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.28
富士通株式会社官公庁事業本部
官庁第六事業部
東京都港区東新橋1-5-2

1020001071491

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
複数のサブシステムが連携した大規模システム改修で
あり、考慮事項が多岐にわたること、また、障害発生
時の責任が不明確となる可能性があることから、初期
構築業者である富士通社以外が履行した場合、著しく
不利な契約となる虞があるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

8,756,000 － 0 － － －

スポーツくじオフィシャルサ
イト（情報サイト）に係る改
修・構築業務（要件定義）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R3.6.28
トランス・コスモス株式会社
東京都渋谷区渋谷3-25-18

3011001041302

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
情報サイト運用保守・管理業務の契約相手方以外が履
行した場合、改修が非効率不正確となる。また、障害
発生時の対応が困難になり、契約不適合責任が不明確
になる可能性が高いため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

23,468,500 － 0 － － －

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


